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第5章 教員の人材育成 
 

1 東京都の教育に求められる教師像 

(1) 教育に対する熱意と使命感をもつ教師 

・子供に対する深い愛情 

・教育者としての責任感と誇り 

・高い倫理観と多様性に配慮した人権意識 

 

(2) 豊かな人間性と思いやりのある教師 

・温かい心、柔軟な発想や思考、創造性 

・幅広いコミュニケーション能力 

 

(3) 子供のよさや可能性を引き出し伸ばすことができる教師 

・常に学び続ける意欲 

・一人一人のよさや可能性を見抜く力 

・教科等に関する高い指導力 

 

(4) 組織人として積極的に協働し互いに高め合う教師 

・経営参画への意欲、協働性 

・高い志とチャレンジ精神 

・自他の安全を守る危機管理力 

 

「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標」 

（令和８年２月改定）より 

 

2 教員に求められる能力と教員の資質能力の向上 
教育公務員特例法等が平成28年11月に一部改正されたことに伴い、東京都教育委員会

では、平成29年２月に東京都教員育成協議会を設置し、「養成・採用・研修」を一体と

した人材育成等の在り方等について協議を行い、平成29年に「東京都公立学校の校長・

副校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を策定し、令和２年に養護教諭と栄

養教諭の資質の向上に関する指標を追加した。その後、国の指針の改正を踏まえ、令和

５年２月に指標を改定するとともに、令和８年２月に本指標を一部改定した。この指標

は、教育公務員特例法第22条の３第１項において規定する「校長及び教員としての資質

の向上に関する指標」であり、教員自らが生涯にわたって、キャリアに応じて求められ

る資質の向上に努められるようにしたものである。 
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＜概要＞ 

○教員（主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭）及び教育管理職等（校長、副校長、

教育管理職候補者）が、各職層等に応じて身に付けるべき能力を示した。その際、

成長段階に応じて、学校組織の中で求められる役割や能力が段階的に高まっていく

ように示した。 

○教員に求められる能力として、学習指導力、生活指導力・進路指導力、外部との連

携・折衝力、学校運営力・組織貢献力の４項目を示した。 

○教育管理職に求められる能力として、学校経営力、外部折衝力、人材育成力、教育

者としての高い見識の４項目を示した。 

○教員及び教育管理職に共通して求められる能力として、特別な配慮や支援への対応、

デジタルや教育データの利活用、教育課題に関する対応力を掲げ、職層ごとに対応

できるよう、必要な役割と能力を示した。 

○公教育に携わる教員として、使命感や教育的愛情、人権意識、倫理観など、教職に

必要な素養を磨き続けることが求められている。 
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・ ・

・

・

・ ・

・

東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標

   本指標は、教員自らが資質の向上に努められるよう、職層や成長段階に応じて身に付けるべき力を示しています。
   なお、現在よりも下位の職層や成長段階で示されている力は、既に身に付いているものとして構成しています。

教　   員
職層
・

成長段階

教諭 主任教諭

基礎形成期 伸長期 充実期

１～３年目 ４年目～ ９年目～

求められる
役割や能力

○学習指導、生活指導や学級経営
において直面する課題に対し
て、適切に対応する。

○主任教諭を補佐しながら、分掌
組織の一員として職務を遂行す
る。

○主幹教諭を補佐しながら、校務
分掌などにおける学校運営上の
重要な職務を遂行する。

○学習指導、生活指導や学級経営
における教員としての基礎的な
力を身に付けるとともに実践に
生かすことができる。

○自分の能力開発について謙虚に
自己研さんに励み、知識や経験
に基づく実践力を高めることが
できる。

○

公教育に携わる者として磨き続けるもの　「使命感」 「教育的愛情」 「人権意識」 「倫理観」　など

教
職
に
必
要
な
素
養

職層
・

成長段階

教諭 主任教諭

教育指導の専門性を活用し、校
務を処理するとともに同僚や教
諭等に対して助言や支援を行う
ことができる。

基礎形成期 伸長期 充実期

１～３年目 ４年目～ ９年目～

教
員
が
身
に
付
け
る
べ
き
力

学
習
指
導
力

学習指導要領の趣旨を踏まえるとともに、教育課程に基づき教育活動の質の向上を
図ることの意義を理解し、ねらいに迫るための指導計画と評価計画の作成及び学習
指導をすることができる。

「個別最適な学び」と「協働的な学び」
の一体的な充実に向けた、学習者中心の
授業をすることができる。

自校の多様な課題について、解決策を提
案することができる。

児童・生徒の学習の状況や指導計画・評価計画を振り返り、授業改善を図ることが ・ 同僚や教諭等と協働した授業研究や、指
導上の課題を捉えた指導・助言をするこ
とができる。児童・生徒の興味・関心を引き出し、個に応じた指導を行うことができる。

・ 教材の研究及び実践に努め、各教科等の
専門的知識を身に付けるとともに、授業
に生かすことができる。

・ 教材の研究及び開発に努め実践に生か
し、各教科等の専門的知識を深めること
ができる。

・ 授業改善や授業評価について、実態や課
題を捉え、解決策を提案することができ
る。

・ 生活指導上の課題に直面した際、他の教
員に相談しながら解決することができ
る。

・ 他学級等の生活指導上の課題について共
に対応したり、効果的な指導方法につい
て助言したりすることができる。

・

・ 児童・生徒の良さや可能性を伸ばしなが
ら、キャリア教育の計画を立てることが
できる。

・ 児童・生徒の個性や能力の伸長及び社会
性の育成を通した自己実現を図る指導を
行うことができる。

・

児童・生徒がもつ個々の思いや悩み等を
受け止め、学校生活への適応や人格の成
長への援助を行うことができる。

・ 心身の発達の過程や特徴を理解し、児童・生徒と信頼関係を構築して、授業や学級
での規律を確立することができる。

・ 児童・生徒一人一人の可能性や活躍の場
を引き出す集団づくりを行い、児童・生
徒に自己有用感をもたせることができ
る

外
部
と
の
連
携
・

折
衝
力

・ 保護者会等の進め方を理解し、保護者と
良好な人間関係を構築することができ
る。

・ 学校からの情報発信や広報、関係機関か
らの情報収集を適切に行うことができ
る。

・ 関係機関に対し学校の考えを明確に示す
とともに、情報収集を適切に行うなどし
て、円滑な関係を築くことができる。

生
活
指
導
力
・

進
路
指
導
力

学
校
運
営
力
・

組
織
貢
献
力

・ 学校及び教職の意義、社会的役割・服務
の厳正に努め、組織の一員として校務に
積極的に参画することができる。

・ 担当する分掌についての企画・立案や改
善策を提案するなど、校務へ積極的に参
画し、組織内で自らの役割を果たすこと
ができる。

・

・ 課題に応じて、他の教員・保護者・地
域・関係機関と円滑なコミュニケーショ
ンを図り、連携協働を通じて解決に向け
て取り組むことができる。

・ 他の教員・保護者・地域・関係機関と連
携協働し、課題を解決することができ
る。

・ 自身や学校の強み・弱みを理解し、他の
教員・保護者・地域・関係機関との連携
協働を通じて、教育活動をより充実させ
ることができる。

・ 児童・生徒の安全に関する知識、思考力、判断力や行動力、危険を予測し回避する
能力、他者や社会の安全への貢献力の向上のための指導をすることができる。

担当する分掌の職務及び役割を理解し、
適切に対応して校務を処理することがで
きる。

学校の課題を捉え、対応策等について管
理職や主幹教諭に提案することができ
る。

主幹教諭を補佐し、職務を遂行するとと
もに、担当する校務分掌の職務につい
て、同僚や教諭等に指導・助言すること
ができる。

デジタルや
情報・教育
データの利
活用

・ デジタル技術の活用や、情報活用能力の
育成に向けた授業を実施することができ
る。

デジタル技術の効果的な活用や、情報活
用能力の育成に向けた授業を実施するこ
とができる。

・ デジタル技術の活用や情報活用能力の育
成に関する、適切な指導計画を作成し授
業実践等を行うとともに、同僚や教諭等
の指導の状況を把握し、指導・助言する
ことができる。

特別な配慮
や支援を必
要とする子
供への対応

・ 特別支援教育等に関して身に付けた知識に基づき、児童・生徒の実態を把握すると
ともに、他の教員・保護者と連携して個別指導計画等を作成し支援することができ
る。

・ 多様な児童・生徒のニーズに対応するた
めに必要となる知識や方法を身に付け、
学習上・生活上の配慮や支援を工夫する
ことができる。

・ 教育データを活用し、児童・生徒の学習
改善を図ったり、生活指導に生かしたり
することができる。

・ 教育データを活用し、児童・生徒の学習
改善や生活指導に生かすことについて、
初任者等に指導・助言することができ
る。

・ 児童・生徒の学習改善を図ったり、生活
指導に生かしたりするための教育データ
の活用方法を提案することができる。

教育課題に
関する対応

・ 教育課題に関わる法的な位置付けや学習
指導要領の記述を確認するなどして課題
に対する知見をもち、主体的に対応する
ことができる。

・ 教育課題についての理解を深め、主任教
諭を補佐し、分掌組織の一員として、課
題解決のために貢献することができる。

・ 教育課題に関する校務分掌での重要な役
割を担い、主幹教諭を補佐するととも
に、同僚や教諭等に対して指導・助言す
ることができる。
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・

・

・

  ～教職生涯を通じて学び続ける、新たな教師の学びの実現～

教育管理職等

指導教諭 主幹教諭
職層

教育管理職候補 教育管理職

主幹教諭 副校長 校長
11年目～

学校経営方針を受けて、他の教員
に対してリーダーシップを発揮す
ることで副校長を支え、管理職と
して必要な学校経営ができる力を
身に付ける。

○ 学校経営方針の具現化に向けた方
策を作成・提示し、リーダーシッ
プを発揮して教育活動の改善の中
心となり、校長と共に学校を経営
する。

○ 学校内外の実態把握に基づいた学
校経営方針を作成・提示し、広い
視野でリーダーシップを発揮して
学校改革を推進する。

○都公立学校教員全体の授業
力の向上を図る。

○管理職を補佐しながら、教
員を指導・育成するととも
に、積極的に学校経営に関
与する。

求められ
る

役割

○

教職員とのコミュニケーションに
より自校の課題を捉えて解決策を
立案し、課題解決に向けて参画す
る。

○ 教職員の状況変化を敏感に捉え、
組織的な課題解決に向けて、校長
と共に働きやすい職場環境を推進
する。

○ 教職員の状況等を的確に把握し、
個々の能力が最大限に発揮できる
人材配置と働きやすい職場環境を
構築し、推進する。

○ 学校内外との良好なコミュニケー
ションを実践し、学校の教育力を
高める方策を提案する。

○ 学校内外とのコミュニケーション
の中心的役割を担い、学校の教育
力を高める。

○

○

学校内外との良好なコミュニケー
ションを推進して、学校をとりま
く関係者の相互作用により、学校
の教育力を最大化する。

指導教諭 主幹教諭
職層

教育管理職候補

○高い専門性と優れた指導力
を活用し、自校や他校の教
員の人材育成を推進するこ
とができる。

○教員に対して指導・助言
し、保護者・地域・関係機
関等と連携して担当する校
務を処理することができ
る。

教育管理職

主幹教諭 副校長 校長
11年目～

模範となる自らの授業を積極的に
公開するとともに、自校や他校の
求めに応じて授業を観察し、指
導・助言をすることができる。

・ 年間授業計画の実施状況を把握
し、学年主任や教科主任に指導・
助言をすることができる。

・

・ 学校経営目標達成のため、学校経営
上の課題を早期に把握し、課題解決
のため、組織的に学校改革を推進す
ることができる。

・ 教科指導資料等の開発、模範とな
る教科指導のための教材開発を行
うことができる。

・ 教育課程に基づき組織的かつ計画
的に教育活動の質の向上を図ると
ともに、学校全体の年間授業計画
や授業改善推進プラン、評価計画
等を作成することができる。

・

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

学
校
経
営
力

・ 学校経営方針に基づき、担当した分
掌における課題について解決策を提
案し、教職員を支援・指導して課題
を解決することができる。

・ 学校経営方針を踏まえ、全教職員を
適材適所に配置して、組織的に学校
の課題を解決することができる。

校務分掌を越えて学校経営に関わる
様々なデータや内外環境に関する情
報を収集・整理・分析し、管理職に
提示することができる。

・ 学校経営に関わる様々なデータや内
外環境に関する情報を収集・整理・
分析し、校長と共に教職員に課題等
を提示し、解決することができる。

コンプライアンスを徹底して、事故
等の未然防止のための具体的方策を
提案し、緊急時には適切に判断し対
応することができる。

・ 学校経営に関わる様々なデータや内
外環境に関する情報を多面的な視点
で収集・整理・分析し、教職員に課
題等を明確に提示し、解決すること
ができる。

・

緊急時には適切に判断し、課題解決
のための中心的役割を担うことがで
きる。

・ 緊急時には適切に判断し、迅速な対
応を行うことにより状況を打開する
ことができる。

・ 様々な場合を想定した事故等の未然
防止策を具体的に策定し、コンプラ
イアンスの徹底した職場環境を構築
することができる。

・ 様々な危機に対する未然防止策を策
定し、コンプライアンスの徹底した
職場環境を構築することができる。

・ 児童・生徒の観察や、他の教員や関係機関等との連携による情報収集に
基づき、自校の多様な課題を捉え、管理職と連携して、個に応じた指導
や集団指導の改善策を提案し、実行することができる。

児童・生徒の個性や能力を把握し、地域・社会と連携しながら、自己実
現に向けた生活指導・進路指導の計画を立て、推進することができる。

・

保護者や地域、関係機関等との信頼
関係を築き、連携・協働しつつ、適
切に地域・社会の教育資源を活用し
た学校経営を行うことができる。

・ 他の教員と協力するとともに意思の疎通を図り、職務遂行上の課題や能
力開発について相談に応じたり助言したりすることができる。

外
部
折
衝
力

・ 保護者等から寄せられる意見や要望
を副校長と共に的確に把握し、学校
内外の関係者との連携を活性化する
ための方策を管理職に提案すること
ができる。

・ 保護者や地域、関係機関等の意見や
要望を的確に把握し、地域・社会の
教育資源の活用や関係諸機関との連
携を積極的に進めて、校長の助言を
受け、適切に対応することができ
る。

・

多様な情報による人事考課制度を有
効に活用し、教職員の能力開発を行
うとともに、副校長や管理職候補者
等の人材発掘と人材育成を行うこと
ができる。

・ 保護者・地域・関係機関からの要望等に対して、円滑かつ迅速な対応を
図ることができる。

人
材
育
成
力

・ 授業や学級経営等について他の教職
員に指導・助言するとともに、人材
育成上の情報を管理職に適切に提示
することができる。

・ 校長と共に授業観察等を積極的に行
い、全教職員の適性や能力を把握
し、個々の教職員に合った能力開発
と人材育成を行うことができる。

・

学校の課題解決に向けて、教職員の
ニーズを踏まえた校内研修等につい
て管理職に提案し、教職員を指導・
育成することができる。

・ 教育課題や教職員のニーズに対応し
た協働的な校内研修やＯＪＴ等を組
織的に推進し、教職員が学びに向き
合う研修環境を整えることができ
る。

・ 地域・保護者等のニーズを把握し、
教育課題や教育施策に関する見識を
生かし、校長の学校経営方針を具現
化することができる。

・ 社会の変化を的確に捉え、教育に対
する地域、保護者等都民の期待や
ニーズを把握し、中長期的視点と教
育理念に基づいた学校経営を行い、
期待に応えることができる。

教育課題や教職員のニーズに対応し
た協働的な校内研修やＯＪＴ等を推
進して教職員の自律的な成長を促
し、人材育成を活性化することがで
きる。

・ 学校組織マネジメントの意義を理解した上で、校務分掌全体の進行管理
や分掌間の調整をするとともに、管理職と十分協議して、校長の指示の
下、学校運営することができる。 教

育
者

と
し
て
の

高
い
見
識

・ 東京都教育委員会及び所属する区市
町村教育委員会の教育目標や教育施
策を理解し、実践することができ
る。

・ 学校教育を取り巻く環境の変化に
合わせて常に学び続けるととも
に、指導力の向上に関する教員の
人材育成を推進することができ
る。

・ 学校教育を取り巻く環境の変化に
合わせて常に学び続けるととも
に、中・長期的な視点での教員の
人材育成を推進することができ
る。

・ ・

不登校や日本語指導などを含む特別
な配慮や支援への対応について、学
校全体で取り組むための組織編制を
行い、組織全体で推進することがで
きる。

特別支援教育コーディネーターやＳＣ、ＳＳＷ、保護者や外部の関係機
関等と協働し、組織的対応を行うことができる。

・ デジタル技術の活用や情報活用能
力の育成に向けた模範となる授業
を実施することができる。

特別な配慮
や支援への
対応

・ 特別な配慮や支援への対応に関する
校内の体制整備等の具体的な方策
を、提案することができる。

・ 特別な配慮や支援への対応に関する
体制整備等を推進し、関係機関と連
携して充実を図ることができる。

・主任教諭等への指導・助言や発信を通して、校内の特別な配慮等が必要
な児童・生徒への支援・教育を組織的に推進することができる。

授業におけるデジタルの利活用や校
務のデジタル化を推進するための具
体的方策を策定し、教職員に示すこ
とができる。

・ 学校における教育のデジタル化に向
けたロードマップを策定し、実現を
図ることができる。

・

・ デジタル技術の効果的な活用等に
向けた研修計画の策定や、情報活
用能力の育成に向けた学校全体で
の体系的な指導を推進することが
できる。

デジタルや
教育データ
の
利活用

・ 副校長と共に、授業におけるデジタ
ルの利活用や校務のデジタル化を推
進するための具体的方策を提案する
ことができる。

・

デジタル等を活用した校務の効率化
の推進について進行管理し、評価及
び改善案を提案することができる。

・ デジタル等を効果的に活用した学校
運営の組織編制を行い、点検・評価
し、改善することができる。

児童・生徒の学習改善を図るため
に、教育データを活用した授業を
提案することができる。

・ 教育データを活用した業務の効率
化を推進することができる。

・ 校内のデジタル等の活用の推進を進
行管理し、改善に向け、指導・助言
を行うことができる。

・

学校が直面する教育課題を的確に把
握して、校長を補佐して具体的かつ
実現性の高い解決策を企画し、適切
な進行管理の下で、組織的に解決す
ることができる。

・ 学校教育を取り巻く課題を敏感かつ
的確に把握して、取り組むべき課題
や優先順位、役割分担を提示し、適
切な進行管理の下で、組織的に解決
することができる。

・ 教育課題について高い専門性と優れた指導力を身に付け、学校組織にお
ける中心的な役割を担うとともに、管理職を補佐し、教員の対応力向上
に関して指導・助言することができる。 教育課題に

関する対応

・ 教育課題についての高い専門性と優
れた指導力を用いて、管理職に具体
的かつ実現性の高い解決策を提案
し、組織的な解決の中心的役割を果
たすことができる。

・
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東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標（栄養教諭）

本指標は、教員自らが資質の向上に努められるよう、職層や成長段階に応じて身に付けるべき力を示しています。なお、現在よりも下位の職層や成長段階で示されている力は、既に身に付いているものとして構成しています。

教　   員

職層
・

成長段階

栄養教諭 主任栄養教諭
主幹教諭（栄養）

求められる
役割や能力

○食に関する指導を推進するとともに、学校栄養職員としての
知識や経験に基づき、同僚や教諭等、及び地区内の食育
リーダー等への指導的役割を担う。

○主幹教諭を補佐しながら、校務分掌などにおける学校運営
上の重要な職務を遂行する。

○

基礎形成期・伸長期 充実期

１年目～ ３年目～ ５年目～

○食に関する指導や学校給食の管理における栄養教諭として
の基礎的な力を身に付けるとともに実践に生かすことができ
る。

○専門的な知識・技能を活用し、校務を処理するとともに同僚
や教諭等に対して助言や支援を行い、地区内の栄養教諭
及び食育リーダー等への指導的役割を担うことができる。

○教員に対して指導・助言し、保護者・地域・関係機関等と
連携して担当する校務を処理することができる。

管理職を補佐しながら、教員を指導・育成するとともに、積
極的に学校経営に関与する。

公教育に携わる者として磨き続けるもの　「使命感」 「教育的愛情」 「人権意識」 「倫理観」　など

教
職
に
必
要
な
素
養

職層
・

成長段階

栄養教諭 主任栄養教諭
主幹教諭（栄養）

５年目～

教
員
が
身
に
付
け
る
べ
き
力

　
学
習
指
導
力
・

　
　
学
校
給
食
の
管
理
に

　
　
　
　
　
　
　
関
す
る
力

学習指導要領の趣旨を踏まえるとともに教育課程に基づき教育活動の質の
向上を図ることの意義を理解することができる。

基礎形成期・伸長期 充実期

１年目～ ３年目～

生
活
指
導
力
・

進
路
指
導
力

・ 食に関して特別の配慮を必要とする児童・生徒に対し、校内支援体制の充
実及び関係機関との連携を図りながら、個別的な指導を行うことができる。

・ 自校の多様な課題について、解決策を提案することができる。 児童・生徒の個性や能力を把握し、地域・社会と連携しながら、自己実
現に向けた生活指導・進路指導の計画を立て、推進することができる。

学級担任等と連携し、栄養教諭の専門性を生かした食に関する指導を行
い、地区内の食育リーダー等からの相談に的確に応じることができる。

専門的な知識・技能を活用し、地区における食育推進の意義及び背景を
理解した上で、地区内の状況を把握及び管理することができる。

・ 教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図るとと
もに、学校全体の年間授業計画や授業改善推進プラン、評価計画等を
作成することができる。

学校給食の意義及び背景を理解し、専門的な知識・技能を活用しながら、
学校給食の管理を行うことができる。

・ 同僚や教諭等と協働した授業研究や、指導上の課題を捉えた指導・助言を
することができる。

年間授業計画の実施状況を把握し、学年主任や教科主任に指導・助
言をすることができる。

・ 地区内の栄養教諭への助言や支援及び食育リーダー等への支援を行うとと
もに、実態や課題を捉えて解決策を提案することができる。

・ 生活指導上の課題に直面した際、他の教員に相談しながら解決することが
できる。

・ 児童・生徒がもつ個々の思いや悩み等を受け止め、学校生活への適応や人
格の成長への援助を行うことができる。

・ 児童・生徒の観察や、他の教員や関係機関等との連携からの情報収集
に基づき、自校の多様な課題を捉え、管理職と連携して、個に応じた指
導や集団指導の改善策を提案し、実行することができる。

児童・生徒一人一人の可能性や活躍の場を引き出す集団づくりを行い、児
童・生徒に自己有用感をもたせることができる。

食育の推進について、他の教員・保護者・地域・関係機関と連携協働して
取り組むことができる。

・ 関係機関に対し学校の考えを明確に示すとともに、情報収集を適切に行うな
どして、円滑な関係を築くことができる。

他の教員と協力するとともに意思の疎通を図り、職務遂行上の課題や能
力開発について相談に応じたり助言したりすることができる。

・ 課題に応じて、他の教員・保護者・地域・関係機関と円滑なコミュニケーショ
ンを図り、連携協働を通じて解決に向けて取り組むことができる。

・ 自身や学校の強み・弱みを理解し、他の教員・保護者・地域・関係機関との
連携協働を通じて、教育活動をより充実させることができる。

保護者・地域・関係機関からの要望等に対して、円滑かつ迅速な対応を
図ることができる。

学
校
運
営
力
・

組
織
貢
献
力

・ 学校及び教職の意義、社会的役割・服務の厳正に努め、組織の一員として
校務に積極的に参画することができる。

・ 主幹教諭を補佐し、職務を遂行するとともに、担当する校務分掌の職務につ
いて、同僚や教諭等に指導・助言することができる。

・ 学校教育を取り巻く環境の変化に合わせて常に学び続けるとともに、中・
長期的な視点での教員の人材育成を推進することができる。

食に関する指導の全体計画の策定など、担当する校務分掌についての企
画・立案や改善策を提案することができる。

学校の課題を捉え、対応策等について管理職や主幹教諭に提案することが
できる。

外
部
と
の
連
携
・

折
衝
力

・

・ 児童・生徒の安全に関する知識、思考力、判断力や行動力、危険を予測
し回避する能力、他者や社会の安全への貢献力の向上のための指導をする
ことができる。

特別な配慮や
支援を必要と
する子供への
対応

・ 特別支援教育等に関して身に付けた知識に基づき、児童・生徒の実態を把
握するとともに、他の教員・保護者と連携して個別指導計画等を作成し支
援することができる。

・ 多様な児童・生徒のニーズに対応するために必要となる知識や方法を身に付
け、学習上・生活上の配慮や支援を工夫することができる。

主任教諭等への指導・助言や発信を通して、校内の特別な配慮等が必
要な児童・生徒への支援・教育を組織的に推進することができる。

学校組織マネジメントの意義を理解した上で、校務分掌全体の進行管
理や分掌間の調整をするとともに、管理職と十分協議して、校長の指示
の下、学校運営することができる。

特別支援教育コーディネーターやＳＣ、ＳＳＷ、保護者や外部の関係機
関等と協働し、組織的対応を行うことができる。

デジタルや情
報・教育データ
の利活用

・ デジタル技術を適切に活用して、児童・生徒の食に関する指導や学校給食
の管理を効果的・効率的に進めることができる。

・ デジタル技術を適切に活用して児童・生徒の食に関する課題を把握し、適
切な指導計画を作成して食に関する指導等を行うとともに、同僚や教諭等の
指導の状況を把握し、指導・助言することができる。

・ デジタル技術の効果的な活用等に向けた研修計画の策定や、情報活用
能力の育成に向けた学校全体での体系的な指導を推進することができ
る。

教育課題に
関する対応

・ 教育課題に関わる法的な位置付けや学習指導要領の記述を確認するなど
して課題に対する知見をもち、主体的に対応することができる。

・ 教育課題に関する校務分掌での重要な役割を担い、主幹教諭を補佐する
とともに、同僚や教諭等に対して指導・助言することができる。

教育データを活用し、児童・生徒の食育や生活指導に生かしたりすることがで
きる。

・ 児童・生徒の学習改善を図ったり、食育や生活指導に生かしたりするための
教育データの活用方法を提案することができる。

・

教育課題について高い専門性と優れた指導力を身に付け、学校組織に
おける中心的な役割を担うとともに、管理職を補佐し、教員の対応力向
上に関して指導・助言することができる。

教育データを活用した業務の効率化を推進することができる。
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     ～教職生涯を通じて学び続ける、新たな教師の学びの実現～

教育管理職等

職層

教育管理職候補 教育管理職

主幹教諭 副校長 校長

○ 教職員とのコミュニケーションにより自校の
課題を捉えて解決策を立案し、課題解
決に向けて参画する。

求められる
役割

○ 学校経営方針を受けて、他の教員に対
してリーダーシップを発揮することで副校長
を支え、管理職として必要な学校経営が
できる力を身に付ける。

○ 教職員の状況等を的確に把握し、個々
の能力が最大限に発揮できる人材配置
と働きやすい職場環境を構築し、推進す
る。

○ 学校内外との良好なコミュニケーションを
実践し、学校の教育力を高める方策を
提案する。

○ 学校内外とのコミュニケーションの中心的
役割を担い、学校の教育力を高める。

○ 学校内外との良好なコミュニケーションを
推進して、学校をとりまく関係者の相互
作用により、学校の教育力を最大化す
る。

○ 学校内外の実態把握に基づいた学校経
営方針を作成・提示し、広い視野でリー
ダーシップを発揮して学校改革を推進す
る。

○ 学校経営方針の具現化に向けた方策を
作成・提示し、リーダーシップを発揮して
教育活動の改善の中心となり、校長と共
に学校を経営する。

○ 教職員の状況変化を敏感に捉え、組織
的な課題解決に向けて、校長と共に働き
やすい職場環境を推進する。

職層

教育管理職候補 教育管理職

主幹教諭 副校長 校長

学校経営方針を踏まえ、全教職員を適材
適所に配置して、組織的に学校の課題を
解決することができる。

学校経営目標達成のため、学校経営上
の課題を早期に把握し、課題解決のため、
組織的に学校改革を推進することができ
る。

校務分掌を越えて学校経営に関わる様々
なデータや内外環境に関する情報を収集・
整理・分析し、管理職に提示することがで
きる。

学校経営に関わる様々なデータや内外環
境に関する情報を収集・整理・分析し、校
長と共に教職員に課題等を提示し、解決
することができる。

学校経営に関わる様々なデータや内外環
境に関する情報を多面的な視点で収集・
整理・分析し、教職員に課題等を明確に
提示し、解決することができる。

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

学
校
経
営
力

学校経営方針に基づき、担当した分掌に
おける課題について解決策を提案し、教職
員を支援・指導して課題を解決することが
できる。

様々な場合を想定した事故等の未然防
止策を具体的に策定し、コンプライアンスの
徹底した職場環境を構築することができ
る。

様々な危機に対する未然防止策を策定
し、コンプライアンスの徹底した職場環境を
構築することができる。

・ 緊急時には適切に判断し、課題解決のた
めの中心的役割を担うことができる。

コンプライアンスを徹底して、事故等の未然
防止のための具体的方策を提案し、緊急
時には適切に判断し対応することができ
る。

緊急時には適切に判断し、迅速な対応を
行うことにより状況を打開することができる。

外
部
折
衝
力

・ 保護者等から寄せられる意見や要望を副
校長と共に的確に把握し、学校内外の関
係者との連携を活性化するための方策を
管理職に提案することができる。

・ 保護者や地域、関係機関等の意見や要
望を的確に把握し、地域・社会の教育資
源の活用や関係諸機関との連携を積極
的に進めて、校長の助言を受け、適切に
対応することができる。

・ 保護者や地域、関係機関等との信頼関
係を築き、連携・協働しつつ、適切に地
域・社会の教育資源を活用した学校経営
を行うことができる。

・

人
材
育
成
力

・ 学校の課題解決に向けて、教職員のニー
ズを踏まえた校内研修等について管理職
に提案し、教職員を指導・育成することが
できる。

・ 教育課題や教職員のニーズに対応した協
働的な校内研修やＯＪＴ等を組織的に推
進し、教職員が学びに向き合う研修環境
を整えることができる。

・ 教育課題や教職員のニーズに対応した協
働的な校内研修やＯＪＴ等を推進して教
職員の自律的な成長を促し、人材育成を
活性化することができる。

・ 授業や学級経営等について他の教職員に
指導・助言するとともに、人材育成上の情
報を管理職に適切に提示することができ
る。

・ 校長と共に授業観察等を積極的に行い、
全教職員の適性や能力を把握し、個々の
教職員に合った能力開発と人材育成を行
うことができる。

・ 多様な情報による人事考課制度を有効に
活用し、教職員の能力開発を行うととも
に、副校長や管理職候補者等の人材発
掘と人材育成を行うことができる。

・ 社会の変化を的確に捉え、教育に対する
地域、保護者等都民の期待やニーズを把
握し、中長期的視点と教育理念に基づい
た学校経営を行い、期待に応えることがで
きる。

教
育
者

と
し
て
の

高
い
見
識

・ 東京都教育委員会及び所属する区市町
村教育委員会の教育目標や教育施策を
理解し、実践することができる。

・ 地域・保護者等のニーズを把握し、教育
課題や教育施策に関する見識を生かし、
校長の学校経営方針を具現化することが
できる。

・ 副校長と共に、授業におけるデジタルの利
活用や校務のデジタル化を推進するための
具体的方策を提案することができる。

・ 授業におけるデジタルの利活用や校務のデ
ジタル化を推進するための具体的方策を
策定し、教職員に示すことができる。

・ 学校における教育のデジタル化に向けた
ロードマップを策定し、実現を図ることができ
る。

不登校や日本語指導などを含む特別な
配慮や支援への対応について、学校全体
で取り組むための組織編制を行い、組織
全体で推進することができる。

デジタルや
教育データの
利活用

特別な配慮や
支援への対応

・ 特別な配慮や支援への対応に関する校内
の体制整備等の具体的な方策を、提案す
ることができる。

・ 特別な配慮や支援への対応に関する体制
整備等を推進し、関係機関と連携して充
実を図ることができる。

・

・ 学校教育を取り巻く課題を敏感かつ的確
に把握して、取り組むべき課題や優先順
位、役割分担を提示し、適切な進行管理
の下で、組織的に解決することができる。

教育課題に
関する対応

・ 教育課題についての高い専門性と優れた
指導力を用いて、管理職に具体的かつ実
現性の高い解決策を提案し、組織的な解
決の中心的役割を果たすことができる。

・ 学校が直面する教育課題を的確に把握し
て、校長を補佐して具体的かつ実現性の
高い解決策を企画し、適切な進行管理の
下で、組織的に解決することができる。

校内のデジタル等の活用の推進を進行管
理し、改善に向け、指導・助言を行うことが
できる。

・ デジタル等を活用した校務の効率化の推
進について進行管理し、評価及び改善案
を提案することができる。

・ デジタル等を効果的に活用した学校運営
の組織編制を行い、点検・評価し、改善す
ることができる。

・
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・ ・

・ ・

・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・

・ ・

・

教育課題に関
する対応

・ 教育課題に関わる法的な位置付けや学習
指導要領の記述を確認するなどして課題
に対する知見をもち、主体的に対応する
ことができる。

・ 教育課題についての理解を深め、主任教
諭を補佐し、分掌組織の一員として、課
題解決のために貢献することができる。

・ 教育課題に関する校務分掌での重要な役
割を担い、主幹教諭を補佐するととも
に、同僚や教諭等に対して指導・助言す
ることができる。

・ 教育データや保健室の情報を活用し、児
童・生徒の健康上の課題を見いだし、保
健教育に生かすことができる。

・ 児童・生徒の健康上の課題を見いだし、
保健教育に生かすために、教育データや
保健室の情報の活用について、初任者等
に指導・助言することができる。

・ 児童・生徒の学習改善を図ったり、保健
教育や生活指導に生かしたりするための
教育データの活用方法を提案することが
できる。

デジタルや情
報・教育デー
タの利活用

・ デジタル技術を適切に活用して、児童・
生徒の健康状態の把握・分析や保健管理
を効果的・効率的に進めることができ
る。

・ デジタル技術を適切に活用して、児童・
生徒の健康課題の把握に役立てることが
できる。

デジタル技術を適切に活用して児童・生
徒の健康課題を把握し、適切な指導計画
を作成して保健指導等を行うとともに、
同僚や教諭等の指導の状況を把握し、指
導・助言することができる。

特別な配慮や
支援を必要と
する子供への
対応

・ 特別支援教育等に関して身に付けた知識に基づき、児童・生徒の実態を把握するとと
もに、他の教員・保護者と連携して個別指導計画等を作成し支援することができる。

・ 多様な児童・生徒のニーズに対応するた
めに必要となる知識や方法を身に付け、
学習上・生活上の配慮や支援を工夫する
ことができる。

児童・生徒の安全に関する知識、思考力、判断力や行動力、危険を予測し回避する能
力、他者や社会の安全への貢献力の向上のための指導をすることができる。

学校の課題を捉え、対応策等について管
理職や主幹教諭に提案することができ
る。

保健室経営計画を作成し、適切な保健室
経営及び保健組織活動を行うことができ
る。

・ 学校の状況や児童・生徒の実態を踏まえ
て保健室経営計画を作成し、適切な保健
室経営及び保健組織活動を行うことがで
きる。

学校の健康課題を解決するために、保健
室経営計画を作成し、適切な保健室経営
及び保健組織活動を行うことができる。

外部との連
携・折衝力

健康課題や発達の課題に応じた対応及び
健康の保持増進について、他の教員・保
護者・地域・関係機関と連携協働して取
り組むことができる。

健康課題や発達の課題に応じた対応及び
健康の保持増進について、他の教員・保
護者・地域・関係機関と連携協働し、課
題を解決することができる。

関係機関に対し学校の考えを明確に示す
とともに、情報収集を適切に行うなどし
て、円滑な関係を築くことができる。

学校運営
力・組織貢

献力

・学校及び教職の意義、社会的役割・服務
の厳正に努め、組織の一員として、学校
保健計画の策定などの校務に積極的に参
画することができる。

・ 学校保健計画の策定や担当する分掌につ
いての企画・立案や改善策を提案するな
ど、校務へ積極的に参画し、組織内で自
らの役割を果たすことができる。

・ 主幹教諭を補佐し、職務を遂行するとと
もに、学校保健計画の策定など、担当す
る校務分掌の職務について、同僚や教諭
等に指導・助言することができる。

児童・生徒の健康状況を把握し、救急処置、健康診断、疾病予防などの保健管理を適
切に行うことができる。

児童・生徒の健康状況を把握し、保健管
理を適切に行い、実態や課題を捉えて解
決策を提案することができる。

課題に応じて、他の教員・保護者・地
域・関係機関と円滑なコミュニケーショ
ンを図り、連携協働を通じて解決に向け
て取り組むことができる。

情報発信や広報、関係機関からの情報収
集を適切に行うことができる。

自身や学校の強み・弱みを理解し、他の
教員・保護者・地域・関係機関との連携
協働を通じて、教育活動をより充実させ
ることができる。

児童・生徒一人一人の可能性や活躍の場
を引き出す集団づくりを行い、児童・生
徒に自己有用感をもたせることができ
る。

同僚や教諭等と協働した授業研究や、指
導上の課題を捉えた指導・助言をするこ
とができる。

生活指導
力・進路指

導力

・他の教員と連携し、健康相談や心身の健
康観察、情報収集を行いながら、児童・
生徒理解を深めることができる。

・

・生活指導上の課題に直面した際、管理職
等に報告し、関係者と相談しながら解決
することができる。

・ 学年や学級の生活指導上の課題について
共に対応したり、効果的な指導方法につ
いて助言したりすることができる。

・ 自校の多様な課題について、解決策を提
案することができる。

校内支援体制の充実を図り、個別の保健
指導や健康相談を行いながら、児童・生
徒と信頼関係を構築することができる。

・ 児童・生徒がもつ個々の思いや悩み等を
受け止め、学校生活への適応や人格の成
長への援助を行うことができる。

教
職
に
必
要
な
素
養

職層
・

成長段階

養護教諭 主任養護教諭

基礎形成期 伸長期 充実期

１～３年目 ４年目～ ９年目～

教
員
が
身
に
付
け
る
べ
き
力

学習指導
力・保健管
理に関する

力

学習指導要領の趣旨を踏まえるとともに教育課程に基づき教育活動の質の向上を図る
ことの意義を理解し、各教科主任や学級担任等と連携し、養護教諭の専門性を生かし
た保健教育を適切に行うことができる。

公教育に携わる者として磨き続けるもの　「使命感」 「教育的愛情」 「人権意識」 「倫理観」　など

○保健管理や保健指導、保健室経
営における養護教諭としての基
礎的な力を身に付けるとともに
実践に生かすことができる。

○自分の能力開発について謙虚に
自己研さんに励み、知識や経験
に基づく実践力を高めることが
できる。

○専門的な知識・技能を活用し、
校務を処理するとともに同僚や
教諭等に対して助言や支援を行
うことができる。

養護教諭 主任養護教諭

東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標（養護教諭）

　　　本指標は、教員自らが資質の向上に努められるよう、職層や成長段階に応じて身に付けるべき力を示しています。
      なお、現在よりも下位の職層や成長段階で示されている力は、既に身に付いているものとして構成しています。

教　   員

求められる
役割や能力

養護教諭の職務において直面す
る諸課題に対して、適切に対応
する。

主任教諭を補佐しながら、分掌
組織の一員として職務を遂行す
る。

主幹教諭を補佐しながら、校務
分掌などにおける学校運営上の
重要な職務を遂行する。

基礎形成期 伸長期 充実期

１～３年目 ４年目～ ９年目～

職層
・

成長段階
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○ ○ ○ ○

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・ 学校教育を取り巻く課題を敏
感かつ的確に把握して、取り
組むべき課題や優先順位、役
割分担を提示し、適切な進行
管理の下で、組織的に解決す
ることができる。

教育課題に関
する対応

・ 教育課題についての高い専門
性と優れた指導力を用いて、
管理職に具体的かつ実現性の
高い解決策を提案し、組織的
な解決の中心的役割を果たす
ことができる。

・ 学校が直面する教育課題を的
確に把握して、校長を補佐し
て具体的かつ実現性の高い解
決策を企画し、適切な進行管
理の下で、組織的に解決する
ことができる。

・

・ デジタル等を効果的に活用し
た学校運営の組織編制を行
い、点検・評価し、改善する
ことができる。

・ 校内のデジタル等の活用の推
進を進行管理し、改善に向
け、指導・助言を行うことが
できる。

・ デジタル等を活用した校務の
効率化の推進について進行管
理し、評価及び改善案を提案
することができる。

教育課題について高い専門性と優れた
指導力を身に付け、学校組織における
中心的な役割を担うとともに、管理職
を補佐し、教員の対応力向上に関して
指導・助言することができる。

・ 教育データを活用した業務の効率化を
推進することができる。

・ 副校長と共に、授業における
デジタルの利活用や校務のデ
ジタル化を推進するための具
体的方策を提案することがで
きる。

・ 授業におけるデジタルの利活
用や校務のデジタル化を推進
するための具体的方策を策定
し、教職員に示すことができ
る。

・ 学校における教育のデジタル
化に向けたロードマップを策
定し、実現を図ることができ
る。

不登校や日本語指導などを含
む特別な配慮や支援への対応
について、学校全体で取り組
むための組織編制を行い、組
織全体で推進することができ
る。

特別支援教育コーディネーターやＳ
Ｃ、ＳＳＷ、保護者や外部の関係機関
等と協働し、組織的対応を行うことが
できる。
デジタル技術の効果的な活用等に向け
た研修計画の策定や、情報活用能力の
育成に向けた学校全体での体系的な指
導を推進することができる。

デジタルや教
育データの利
活用

特別な配慮や
支援への対応

・ 特別な配慮や支援への対応に
関する校内の体制整備等の具
体的な方策を、提案すること
ができる。

・ 特別な配慮や支援への対応に
関する体制整備等を推進し、
関係機関と連携して充実を図
ることができる。

・主任教諭等への指導・助言や発信を通
して、校内の特別な配慮等が必要な児
童・生徒への支援・教育を組織的に推
進することができる。

・ 地域・保護者等のニーズを把
握し、教育課題や教育施策に
関する見識を生かし、校長の
学校経営方針を具現化するこ
とができる。

・ 社会の変化を的確に捉え、教
育に対する地域、保護者等都
民の期待やニーズを把握し、
中長期的視点と教育理念に基
づいた学校経営を行い、期待
に応えることができる。

教育課題や教職員のニーズに
対応した協働的な校内研修や
ＯＪＴ等を推進して教職員の
自律的な成長を促し、人材育
成を活性化することができ
る

学校組織マネジメントの意義を理解し
た上で、校務分掌全体の進行管理や分
掌間の調整をするとともに、管理職と
十分協議して、校長の指示の下、学校
運営することができる。 教育者

としての
高い見識

・ 東京都教育委員会及び所属す
る区市町村教育委員会の教育
目標や教育施策を理解し、実
践することができる。

授業や学級経営等について他
の教職員に指導・助言すると
ともに、人材育成上の情報を
管理職に適切に提示すること
ができる。

・ 校長と共に授業観察等を積極
的に行い、全教職員の適性や
能力を把握し、個々の教職員
に合った能力開発と人材育成
を行うことができる。

・

・ 学校の課題解決に向けて、教
職員のニーズを踏まえた校内
研修等について管理職に提案
し、教職員を指導・育成する
ことができる。

・ 教育課題や教職員のニーズに
対応した協働的な校内研修や
ＯＪＴ等を組織的に推進し、
教職員が学びに向き合う研修
環境を整えることができる。

・

・ 学校教育を取り巻く環境の変化に合わ
せて常に学び続けるとともに、中・長
期的な視点での教員の人材育成を推進
することができる。

学校経営力

学校経営方針に基づき、担当
した分掌における課題につい
て解決策を提案し、教職員を
支援・指導して課題を解決す
ることができる。

学校経営方針を踏まえ、全教
職員を適材適所に配置して、
組織的に学校の課題を解決す
ることができる。

学校経営目標達成のため、学
校経営上の課題を早期に把握
し、課題解決のため、組織的
に学校改革を推進することが
できる。

教育課程に基づき組織的かつ計画的に
教育活動の質の向上を図るとともに、
学校全体の年間授業計画や授業改善推
進プラン、評価計画等を作成すること
ができる。

他の教員と協力するとともに意思の疎
通を図り、職務遂行上の課題や能力開
発について相談に応じたり助言したり
することができる。

保護者・地域・関係機関からの要望等
に対して、円滑かつ迅速な対応を図る
ことができる。

緊急時には適切に判断し、迅
速な対応を行うことにより状
況を打開することができる。

外部折衝力

・ 保護者等から寄せられる意見
や要望を副校長と共に的確に
把握し、学校内外の関係者と
の連携を活性化するための方
策を管理職に提案することが
できる。

・ 保護者や地域、関係機関等の
意見や要望を的確に把握し、
地域・社会の教育資源の活用
や関係諸機関との連携を積極
的に進めて、校長の助言を受
け、適切に対応することがで
きる。

・ 保護者や地域、関係機関等と
の信頼関係を築き、連携・協
働しつつ、適切に地域・社会
の教育資源を活用した学校経
営を行うことができる。

多様な情報による人事考課制
度を有効に活用し、教職員の
能力開発を行うとともに、副
校長や管理職候補者等の人材
発掘と人材育成を行うことが
できる。

人材育成力

・

年間授業計画の実施状況を把握し、学
年主任や教科主任に指導・助言をする
ことができる。

学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

様々な危機に対する未然防止
策を策定し、コンプライアン
スの徹底した職場環境を構築
することができる。

・ 児童・生徒の観察や、他の教員や関係
機関等との連携による情報収集に基づ
き、自校の多様な課題を捉え、管理職
と連携して、個に応じた指導や集団指
導の改善策を提案し、実行することが
できる。

・

児童・生徒の個性や能力を把握し、地
域・社会と連携しながら、自己実現に
向けた生活指導・進路指導の計画を立
て、推進することができる。

コンプライアンスを徹底し
て、事故等の未然防止のため
の具体的方策を提案し、緊急
時には適切に判断し対応する
ことができる。

様々な場合を想定した事故等
の未然防止策を具体的に策定
し、コンプライアンスの徹底
した職場環境を構築すること
ができる
緊急時には適切に判断し、課
題解決のための中心的役割を
担うことができる。

主幹教諭（養護）

職層

教育管理職候補 教育管理職

主幹教諭 副校長 校長

11年目～

校務分掌を越えて学校経営に
関わる様々なデータや内外環
境に関する情報を収集・整
理・分析し、管理職に提示す
ることができる。

学校経営に関わる様々なデー
タや内外環境に関する情報を
収集・整理・分析し、校長と
共に教職員に課題等を提示
し、解決することができる。

学校経営に関わる様々なデー
タや内外環境に関する情報を
多面的な視点で収集・整理・
分析し、教職員に課題等を明
確に提示し、解決することが
できる。

教職員の状況等を的確に把握
し、個々の能力が最大限に発
揮できる人材配置と働きやす
い職場環境を構築し、推進す
る。

○ 学校内外との良好なコミュニ
ケーションを実践し、学校の
教育力を高める方策を提案す
る。

○ 学校内外とのコミュニケー
ションの中心的役割を担い、
学校の教育力を高める。

○ 学校内外との良好なコミュニ
ケーションを推進して、学校
をとりまく関係者の相互作用
により、学校の教育力を最大
化する。

教員に対して指導・助言し、
保護者・地域・関係機関等と
連携して担当する校務を処理
することができる。

教職員とのコミュニケーショ
ンにより自校の課題を捉えて
解決策を立案し、課題解決に
向けて参画する。

教職員の状況変化を敏感に捉
え、組織的な課題解決に向け
て、校長と共に働きやすい職
場環境を推進する。

主幹教諭（養護）
職層

教育管理職候補

11年目～

学校経営方針を受けて、他の
教員に対してリーダーシップ
を発揮することで副校長を支
え、管理職として必要な学校
経営ができる力を身に付け
る。

学校経営方針の具現化に向け
た方策を作成・提示し、リー
ダーシップを発揮して教育活
動の改善の中心となり、校長
と共に学校を経営する。

学校内外の実態把握に基づい
た学校経営方針を作成・提示
し、広い視野でリーダーシッ
プを発揮して学校改革を推進
する。

　～教職生涯を通じて学び続ける、新たな教師の学びの実現～

教育管理職等

管理職を補佐しながら、教員
を指導・育成するとともに、
積極的に学校経営に関与す
る。

求められる
役割

教育管理職

主幹教諭 副校長 校長
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3 教員研修の実施 
教員に求められる基本的な力を確実に育成するため、経験や職層に応じた研修や、教

員の専門性を高める研修を実施している。 
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